




損害保険契約者保護機構　事務局 
〒１０１-８３３５  東京都千代田区神田淡路町２丁目９番地  損保会館 

TEL.０３-３２５５-１６３５ 
URL http://www.sonpohogo.or.jp/

ご注意 
ください ！ 
ご注意 
ください ！ 

損害保険契約者保護機構  カスタマーセンター 
フリーダイヤル ０１２０-５５７-５４３ 〔受付時間 ９:３０～１７:００（土日祝祭日を除く）〕 

損害保険契約者保護機構  管理本部 
〒１０１-００６２　東京都千代田区神田駿河台２丁目２番地　御茶ノ水杏雲ビル 

TEL.０３-３５１８-６７２５ 

早期解約控除の適用 

●年金払積立傷害保険や介護（費用）保険等の再加入が難しい可能性がある保険契約は継続されることが前提となっています。 
　この趣旨に反して早期に解約される保険契約の解約返戻金等は、破綻時から一定期間、一定の控除が行われる場合があります。
この場合、実際の解約返戻金等は、契約時に約定した解約返戻金等に補償割合を乗じた額を下回ることになります。 
●補償割合８０％の保険契約（該当契約については見開きページ左側表を参照ください）には、早期解約控除は適用されません。 

予定利率の変更（引下げ） 

過去に高い予定利率が付されていた積立保険等は、破綻時の市中金利を参考に予定利率が見直されます。この場合、実際の満
期返戻金等は、契約時に約定した満期返戻金等に補償割合を乗じた額をさらに下回ることになります。 

保険契約の移転等の際、保険料等の算定基礎となる基礎率（予定利率等）の変更を行ったり、早期解約

控除制度を設ける可能性もあります。 

このような場合、損害保険契約者保護機構による補償（８０％や９０％）があっても、当該補償割合を下回

る保険金・返戻金しか受けられない可能性があります。 

破綻保険会社の 
資産の状態 

保険始期 

破綻日 

満期 

旧満期返戻金  

新満期返戻金① 

新満期返戻金② 

破綻保険会社の資産の状況は本来積み
立てられるべき金額を下回っていると
考えられます。損害保険契約者保護機
構は、補償割合に応じて資産の不足を
補てんします。 
予定利率が変更されなかった場合は、
補償割合相当の満期返戻金が支払われ
ます。（図の新満期返戻金①） 
予定利率が引き下げられた場合は、補
償割合を下回る満期返戻金しか支払わ
れません。（図の新満期返戻金②） 
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機構が補償割合に応じて 
資産の不足を補てん 

予定利率が引き下げられると、 
積立金の増加率が下がる 

古紙配合率100％再生紙を 
使用しています 

満期返戻金を支払うために 
積立てられるべき金額 

破綻の発生に伴う 
補償割合までの削減 

予定
利率
の変
更
なし

このパンフレットに関するお問い合わせ先 旧第一火災海上保険相互会社の保険契約に関する 
お問い合わせにつきましては、下記にお願いします。 


